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高
齢
者
の
皆
さ
ん
や
そ
の
家
族
、

近
所
に
暮
ら
す
人
の
健
康
や
福
祉
、

医
療
や
生
活
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、

暮
ら
し
全
般
の
総
合
相
談
窓
口
で

す
。
家
庭
訪
問
も
行
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
な
れ
た

地
域
で
自
立
し
た
日
常
生
活
を
送

れ
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。
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高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
や
防
止
、

悪
徳
商
法
、
金
銭
管
理
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
相
談
ご
と
に
応
じ
て
、
情

報
提
供
や
制
度
の
活
用
な
ど
の
支

援
を
し
ま
す
。
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行
政
、
医
療
機
関
、
地
域
の
団
体
、

地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
と

連
携
し
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
を
支

援
し
ま
す
。
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　いきいき大学はいつでも入学できます。お近
くの公民館、社会教育課の窓口で教材費を添えて
お申し込みください。
����　　年間１,０００円
�������
　神埼市教育委員会　社会教育課 �４４�２７３１

５月２１日、神埼市いきいき大学が開校しました。實松信子学長
（教育長）の祝辞に続き、講師の松本茂幸市長が「元気な高齢者
をめざして」と題して講演しました。
「体と心の両方が元気であってはじめて元気になれる。元気に
なるための個人の努力も大切だが、行政としての努力も大いに発
揮していきたい。」と力強く語られました。これまでに出会った恩
師の言葉を胸に、「法」でなく「人」を根底において進められてい
る市長の行政運営に対する姿勢が、共感を広げました。
今年度受講申込者は、４２７人でスタートしました。目標の５００人
を目指して、まだまだ受講生募集中です。

＜受付＞９：３０～　＜講義＞１０：００～１１：３０
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　中尾、城島、江崎（�５９�２００５）

���������	
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（後列）松尾、深川、大岡、田島

（前列）福田、実松、佐々木（�３７�０１１１）
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　江口、熊谷、古賀（�３４�６０８０）
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地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
の
皆
さ
ん

の
介
護
、
福
祉
、
健
康
、
医
療
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
総
合
的
に
支
え

る
拠
点
施
設
で
す
。

保
健
師
、主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、

社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職
員
が
中

心
に
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
解
決

の
た
め
に
活
動
し
ま
す
。
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介
護
保
険
料
は
、　

歳
か
ら　

歳

４０

６４

ま
で
の
方
は
、
ご
加
入
の
医
療
保
険

と
合
わ
せ
て
、　

歳
以
上
の
方
は
特

６５

別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
ま
た
は
普

通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）
で

納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

歳
以
上
の
方
の
平
成　

年
度
の

６５

２１

介
護
保
険
料
は
、
す
で
に
仮
徴
収
し

て
い
ま
す
が
、
６
月
に
確
定
し
た
市

町
村
民
税
の
課
税
状
況
に
基
づ
き
、

年
額
保
険
料
を
決
定
し
ま
す
。

決
定
し
た
保
険
料
の
通
知
書
は
、

７
月
中
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。
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老
齢
・
退
職
・
障
害
・
遺
族

年
金
を
年
額　

万
円
以
上
受
給

１８

さ
れ
て
い
る
方
は
、
原
則
年
金

よ
り
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

既
に
、
４
月
、
６
月
、
８
月

の
徴
収
額（
仮
徴
収
額
）に
つ
い

て
は
、
仮
算
定
し
て
い
ま
す
の

で
、
今
回
決
定
し
た
金
額
か
ら

仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
残
り

の
金
額
を
、　

月
、　

月
、
２

１０

１２

月
の
３
回
に
分
け
て
年
金
よ
り

天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
年
度
途
中
で　

歳
に
な
ら
れ

６５

た
方
、
佐
賀
中
部
広
域
外
か

ら
転
入
さ
れ
た
方
な
ど
は
お

お
む
ね
６
ヶ
月
後
か
ら
天
引

き
開
始
と
な
り
ま
す
。
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老
齢
・
退
職
・
障
害
・
遺
族

年
金
が
年
額　

万
円
未
満
の
方
、

１８

年
金
を
も
ら
わ
れ
て
い
な
い
方
、

恩
給
な
ど
の
受
給
者
の
方
な
ど

は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

す
で
に
、
４
月
か
ら
７
月
分

（
仮
徴
収
額
）
は
仮
算
定
し
て

い
ま
す
の
で
、
今
回
決
定
し
た

金
額
か
ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
金
額
を
、
８
月
か

ら
３
月
の
８
回
に
分
け
て
納
付

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
付
に
は
、
納
付
書
の
ほ
か

便
利
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
口
座
振
替
ご
利
用
の

方
は
引
き
続
き
行
い
ま
す
。
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保
険
料
段
階
が
第
３
段
階
の
方
に

は
、
７
月
中
旬
頃
に
送
付
す
る
平
成

　

年
度
保
険
料
の
納
入
通
知
書
に
減

２１免
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
同
封
し
ま

す
。
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・
平
成　

年
度
の
介
護
保
険
料
段
階

２１

が
第
３
段
階
の
方

・
平
成　

年
中
の
す
べ
て
の
収
入
が

２０

　

万
円
以
下
の
方（
世
帯
員
が
ひ
と

８８り
増
え
る
ご
と
に　

万
円
加
算
）

４１

・
市
町
村
民
税
課
税
者
と
生
計
を
と

も
に
し
て
お
ら
ず
、
市
町
村
民
税

課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
方

（
健
康
保
険
の
扶
養
も
含
む
）

・
世
帯
全
員
の
預
貯
金
の
合
計
が
、

１
８
０
万
円
以
下
の
方

※
預
貯
金
額
に
は
、
国
債
・
生
命
保

険
の
返
戻
金
な
ど
も
含
み
ま
す
。

・
居
住
用
以
外
の
活
用
で
き
る
不
動

産
が
な
い
方

�
�
�
�
�
�

次
の
書
類
な
ど
を
ご
持
参
の
う
え
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
７
月
中
旬
頃
に
送
付
し
た
通
知
書

・
平
成　

年
中
の
収
入
が
わ
か
る
書

２０

類
（
年
金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

・
健
康
保
険
証

・
預
金
通
帳

・
生
命
保
険
証
書
等

・
印
鑑

�
�
�
�
�
�
�

申
請
提
出
後
、
審
査
を
行
い
、
減

免
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請
月

以
降
の
保
険
料
を
３
分
の
１
減
額
し

ま
す
。

た
だ
し
８
月
末
ま
で
に
申
請
さ
れ

た
場
合
に
限
り
、
４
月
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
保
険
料
を
減
額
し
ま
す
。

減
免
の
承
認
・
不
承
認
の
結
果
に

つ
い
て
は
決
定
後
、
通
知
し
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

業
務
課

�
４
１�
１
１
３
５

６
月
か
ら
も
の
忘
れ
相
談
室
を
開

設
し
て
い
ま
す
。

専
門
の
医
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
！

�
�
�
　

７
月　

日
（
金
）

１７

 

午
後
３
時
か
ら
５
時
ま
で

�
�
�
�
　

神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

�
�
�
�
�
　

１
人　

分
程
度

４０

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
受
付
は
、

当
日
の
午
前
中
ま
で
。

�
�
�
　

３
人
（
先
着
順
）

�
�
�神

埼
市
内
に
お
住
ま
い
の
方
で
、

も
の
忘
れ
や
認
知
症
に
つ
い
て
不

安
に
思
っ
て
い
る
方
・
そ
の
ご
家

族
な
ど

※
す
で
に
専
門
医
を
受
診
さ
れ
て
い

る
方
、
も
の
忘
れ
や
認
知
症
で
治

療
さ
れ
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。
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神
埼
市
役
所
・
高
齢
障
害
課

（
神
埼
市
お
た
っ
し
ゃ
本
舗
）

�
３
７�
０
１
１
１
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